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４．課題と対応

（１）山の資源のフル活用
木材製品の安定供給に向け、原木を安定的に供給し、森林資源の循環利用を進めていく

には、材の品質や特性に見合う価格での取引が成立することが重要であり、そのための需
要先の開拓が極めて重要である。原木をくまなく利用し、その価値を高めていくことは、
山の価値の最大化につながる。

枝打ちや択伐を続け100年生以上の樹木が林立するような一部の優良材生産林を除き、
通常の主伐・間伐の際に山から搬出された多様な原木は、曲りや腐れの有無、色といった
品質、太さ等によって、製材、合板、チップ等に仕分けられる。原木価格は一般に製材用
が最も高く、合板用、チップ用の順に安くなることから（資料 特２－29）、全てをチップ
用に仕向けると素材生産費を賄うのは困難となるため、価値の高い用途の比率を高めるこ
とは、森林所有者にとって、経営面から極めて重要であり、また、再造林につなげる原資
を得るためにも重要となっている。

原木全体の利用率を上げるために有効な取組として、製材工場において、小径から大径
まで幅広い径の原木を全量受け入れ、できるだけ製材し人工乾燥材や集成材等に加工した
上で、低質材や端材等を製品乾燥やバイオマス発電の燃料用に利用する事例も見られる。
また、原木市売市場等では、地域のニーズに合わせ、適切な仕分けを行うことにより、そ
れぞれの用途に応じた多様な仕向先に出荷する取組も見られる。

製材需要を拡大する取組等とともに、このように原木をフル活用していく環境を整備し
ていくことが重要である。

（２）国産材製品の活用
（住宅分野における需要拡大）

我が国では、低層住宅分野が木材需要の相当部分を占めており、工法別では木造軸組構
法が最も普及しているが、木造軸組住宅における国産材の使用割合については、大手住宅
メーカーと工務店で傾向に違いがあるものの、全体として５割程度にとどまっている。

一般社団法人日本木造住宅産業協会によ
るアンケート調査によれば、住宅メーカー
等が木造軸組住宅において国産材を利用し
ない主な理由としては、「外国産材に比べ
て価格が高い」、「必要な時に必要な量が確
保できない」などが挙げられている（資料 
特２－30）。そのため、これまで製材工場
等の大規模化・集約化や流通の効率化に取
り組み、国産材の利用割合は徐々に上昇し
てきているが、引き続き、これらに取り組
む必要がある。　

令和３（2021）年の木材不足・価格高騰に
おいても、地域の製材工場等と連携して国
産材製品を調達していた工務店は木材製品

用途別スギ原木価格の推移資料 特２－29
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注１： 製材用スギ原木は、径14～22cm、長さ3.65～4.0m
の中丸太。

　２：合単板用スギ原木は径18cm上。 
資料：農林水産省「木材需給報告書」
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の入手難に陥らなかったという声もあり、川上から川下までの事業者による連携の重要性
が再認識された。

また、国産材は、輸入材に比べて強度が劣るので使いにくいとも考えられている傾向に
あり、柱材と比べて高い曲げヤング率を求められる梁

はり
や桁等の横架材において、一部の工

務店を除き、国産材の使用割合は低位となっている。
しかし、令和３（2021）年の木材不足・価格高騰においては、特に輸入材比率の高い部材

の需給が逼
ひっ

迫し、これらの部材について国産材製品で代替しようとする動きが見られた。
２階建て木造軸組住宅の構造計算を行ったところ、スギでも大半の横架材に使用できるこ
とを示した例もあることから、多くの場合、スギ等の国産材の利用が可能であることが分
かっている。このような事例・知見を広めることで、国産材の利用を拡大させていく必要
がある。林野庁としても「国産材の安定供給体制の構築に向けた需給情報連絡協議会」等
の場を活用し、国産材製品への転換事例の周知等に取り組んでいる。

また、ツーバイフォー工法においても、九州地方や東北地方を中心に国産材のツーバイ
フォー工法部材の安定供給体制が整備されつつあることから＊66、三菱地所ホーム株式会社
や三井ホーム株式会社等、ツーバイフォー工法の住宅を供給する大手住宅メーカーにおい
て国産材の利用が進んでいる。

さらに、住宅メーカー等において、SDGsや地域振興への貢献、他メーカーとの差別化
等を考え国産材を利用する例が増えている中、製材・集成材工場と連携し、国産材製品の
安定調達・供給体制を構築する取組も見られる（事例 特－６）。

令和３（2021）年の木材不足・価格高騰により、川下の住宅メーカーや工務店等の国産材
需要が高まっており、この機会に川上・川中の事業者が連携して様々な性能・品質の木材
製品を提案し、流通全体で適材適所での国産材利用に取り組んでいくことが期待される。

（非住宅分野・中高層分野における需要拡大）
我が国の新設住宅着工戸数が全体として減少する可能性も踏まえ、木造率の低い非住

宅・中高層建築物において木造化
や内外装の木質化を進め、国産材
需要を拡大していくことが必要で
ある。非住宅・中高層建築物での
木材利用の環境整備は一定程度進
んだものの、更に木材利用を進め
るための課題として、木造化・内
外装の木質化に詳しい設計者が少
ないこと、設計・施工の手法が標
準化されておらずコストが増加す
ること、木材使用量が多くなるこ
とで木材の調達に手間や時間を要
すること、強度等の品質・性能の
確かなJAS製品の供給体制の整備
が十分でないことなどが挙げられ

＊66	 取組の事例については、「平成30年度森林及び林業の動向」第Ⅳ章第３節（２）の事例Ⅳ－８（199ページ）を参照。

住宅メーカー等が国産材を使用 
しない理由

資料 特２－30

　注： 一般社団法人日本木造住宅産業協会の１種正会員（住宅供給
会社）を対象とした調査結果。有効回答数は68社。

資料：一般社団法人日本木造住宅産業協会「木造軸組工法住宅にお
ける国産材利用の実態調査報告書（第６回）（令和２年度の戸
建住宅完工実績調査）」より林野庁木材産業課作成。
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る。
設計者の不足については、林野庁と国土交通省が連携して、講習会の開催等を通じて、

CLT等の建築用木材を活用した非住宅・中高層建築物の木造化に必要な知見を有する設計
者や施工者等の育成を支援している。また、公益財団法人日本住宅・木材技術センターは、
令和３（2021）年２月に中大規模木造建築の設計に関する情報を一元的に集約して提供する
ポータルサイトを開設している。さらに、大断面集成材やCLT等を生産する製材・集成材
工場では、中大規模木造建築の設計に協力している例がある。

設計・施工コストの低減に向けては、普
及性の高い標準的な設計や工法等が建築業
者等から提案されている。特に低層非住宅
建築物については、これまでの住宅建築で
の技術等を活用し、一般流通材等を用いて
設計することで、低コスト化を図ることが
可能である。

例えば、公益財団法人日本住宅・木材技
術センターは、１～２階建ての小規模店舗
や４～７階の中規模ビルのモデル設計の
事例集を作成した（資料 特２－31）。また、
一般社団法人中大規模木造プレカット技術

住宅メーカーにおける国産材活用に向けた取組事例 特－６
令和３（2021）年４月に、株式会社三栄建築設計、株式会社オープンハウス注及びケイアイ

スター不動産株式会社の住宅メーカー３社は、一般社団法人日本木造分譲住宅協会を設立し
た。同協会は、人々の住環境を持続的に守るために、地球温暖化防止機能や水源涵

かん
養機能を

持つ森林を維持・回復することが重要と考え、木造分譲住宅における国産材の利用を促進す
ることを目的としている。

３社は、令和２（2020）年に同協会の設立を企画し、大規模の製材工場等と定期購入を約束し
た。同協会が製材・集成材を購入し、提携するプレカット工場で加工することで、安定供給を
目指しており、令和３（2021）年においてプレカット工場が木材調達に苦労した際にも、同協会
が木材を安定的に調達できたことが、プレカット工場との信頼構築に役立ったとしている。

住宅での国産材の活用については、例えば株式会社三栄建築設計では、分譲住宅で用いる
木材の国産材率を97％まで向上させ、さらにスギを
梁
はり

で使うための技術開発にも取り組んでいる。
また、同協会会員が消費した木材を丸太に換算

し、その本数を植林することとしており、苗木約
３万本の寄附を行った。今後、会員数の増加に合わ
せて植林規模を拡大するため、造林事業者・森林組
合と検討を行っている。
注： 令和４（2022）年１月以降、株式会社オープンハウスグループ。

製材工場等との木材調達会議

資料：公益財団法人日本住宅・木材技術センター 
「“木でつくる” 中規模ビルのモデル設計」

木造軸組構法をベースとし
た４階建て事務所モデル

資料 特２－31
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協会は、一般流通材を活用した低層の中大規模木造建築物に求められる技術の開発・標準
化等に取り組んでおり、標準図の公表や積算ツールの開発、設計者向けのセミナー等を実
施している。

また、一般流通材以外の木質耐火部材やCLT等は特注品となることが多く、低コスト化
を図るためには、それらの部材の標準化を進めていくことが必要である。

木材の調達の課題解決に向けては、川上から川下までの木材の需要と供給にかかる情報
を、事業者間で共有することが必要である。具体的には、川上側に早い段階で使用量を伝
えることで、調達を円滑化する取組も見られる。また、中小の製材工場単独では、大規模
建築物に必要な供給量に対応することは難しい場合もあるが、製材工場が連携することで
供給した例もある。

このほか、一定規模以上の建築物では、設計時に構造計算による構造安全性の確認が求
められるため、強度等の品質・性能が確かなJAS製品の供給体制の整備が必要である。こ
のため、林野庁では、平成29（2017）年度から、JAS製品のうち特に構造材の供給や利用の
拡大を宣言する「JAS構造材活用拡大宣言」を行った木材関連事業者・建築事業者等の見
える化や、JAS構造材を利用した建築実証の支援を実施している。また、JAS規格につい
ては、科学的根拠を基礎としつつ、必要に応じて利用実態に応じた区分や基準の合理化等
を図ることとしている。JAS制度に基づく認証を取得した事業者の割合は、合板工場では
７割を超えているものの、製材工場では小規模零細な工場が多いため１割程度である＊67。
また、製材品のうちJAS製材品の割合も１割程度となっており、供給体制は十分ではな
い。なお、令和２（2020）年度のJAS製材（機械等級区分構造用製材＊68）の認証工場数は90工
場であり、林野庁は、令和７（2025）年度までに110工場とすることを目標としている。

非住宅・中高層建築物での木材利用を進めるためには、様々な課題を解決するとともに、
木材利用のメリットを建築物の施主や利用者等に周知することも重要である。

例えば、木材は調湿作用及び高い断熱性を持つことや、生理・心理面への好影響がある
ことが報告されており＊69、施主が集客効果等を期待し建築物の木造化・木質化を進める場
合もある。

また、SDGsへの関心が高まっており、木材利用による地域振興や環境面等の社会的な
意義を重視する企業も見られる。林野庁は、令和３（2021）年10月に、建築物への木材利用
による地球温暖化防止への貢献について対外的に発信する手段として、建築物に利用され
ている木材の炭素貯蔵量を分かりやすく表示する方法を示したガイドラインを定めた。例
えば、三井ホーム株式会社は、同ガイドラインに基づき、鉄筋コンクリート・木造混構造
５階建ての集合住宅の炭素貯蔵量を738CO2トンと公表している。

さらに、構造体に木材を利用することにより、他の構造と比べて施工期間を短縮できる
ことや、建物の軽量化に伴い基礎工事のコストを低減できることから、これらを木材利用

＊67	 合板工場については、公益財団法人日本合板検査会が認証しているJAS認証工場数（令和３（2021）年３月末現在）
を全合板工場数（令和２（2020）年12月末現在）で除した割合。製材工場については、一般社団法人全国木材検査・
研究協会及び一般社団法人北海道林産物検査会が認証している製材等JAS認証工場数（令和３（2021）年３月末現
在）を全製材工場数（令和２（2020）年12月末現在）で除した割合。

＊68	 構造用製材のうち、機械によりヤング係数を測定し、等級区分するもの。
＊69	 公益財団法人日本住宅・木材技術センター「内装木質化した建物事例とその効果－建物の内装木質化のすすめ－」

（令和４（2022）年３月）
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のメリットとして訴求できる場合がある。
（大径材の利用に向けた取組）

これまで製材工場は中丸太からの柱角生産を中心としてきており、大径材を効率的に製
材する体制となっていない工場が多い。一方、人工林が本格的な利用期を迎え、直径30㎝
を超える大径材の出材量の増加が見込まれる中で（資料 特２－32）、大径材の利用拡大に
向けた取組が必要である。

大径材では、横架材に利用される平角や、内装材等に利用される板類、ツーバイフォー
工法用の製材など、様々な木取りを適用することが可能である。

木取りが複雑になると生産効率が落ちるこ
とから、国内の製材機械メーカーでは、大径
材に対応した機械の改良・開発が進められて
おり、製材工場では自動で効率的な木取りが
できる大径材用の製造ラインも導入され始め
ている。例えば、令和２（2020）年４月に成立
した補正予算により、14の事業体が大径材に
対応した加工ライン等を新たに整備し、間柱
等の割物や集成材用ラミナ等の増産を図って
いる＊70。

また、川上から川下までが連携し、大径材
の販路を作ることで、大径材の活用を図る取

＊70	 令和３（2021）年３月31日付け日刊木材新聞１面

丸太末口直径別の供給
量見込み

資料 特２－32

資料：林野庁「森林・林業基本計画に掲げる目標数
値について（案）」（林政審議会資料（令和３

（2021）年３月30日）資料１－４）

（千m³）
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大径材を有効活用するJAPAN WOOD PROJECT事例 特－７
静岡県浜

はま
松
まつ

市の川上から川下までの事業者が連携してJAPAN WOOD PROJECTを立ち上
げ、各々の要望や課題を共有しながら、大径材の住宅構造材への活用を計画的に実施してい
る。

大径材から梁
はり

だけを取ろうとすると製材時の歩留りが低くなるが、本プロジェクトでは、
建具・家具製造業者と連携することで出口を増やし、側材を無垢の建具や階段に加工し、さ
らに樹皮に近い部分を屋根下地材として利用している。様々な事業者が連携することで、付
加価値のある製品が生まれ、原木１本の価値を高めており、関係者全員にメリットのある取
組となっている。

また、住宅会社は、設計を検討し梁
はり

の長さと
断面サイズの種類を絞り込むことでも、加工・
流通業者における原木の加工や在庫減少に貢献
している。

このような取組により、平成31（2019）年１月
の発足以来、令和４（2022）年３月までに約140棟
の住宅を建築し、2,000㎥以上の原木を活用して
いる。 住宅内装の様子

（写真提供：株式会社アイジーコンサルティング）
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組も行われている（事例 特－７）。

（３）木材産業における労働環境の改善等
国産材の供給力強化に向けては、林業に加え、木材産業においても労働力不足への対応

が必要となる。
木材・木製品製造業（家具を除く。）における就業者数は、近年減少傾向で推移しており、

平成27（2015）年で11.8万人となっている＊71。また、高齢化率＊72も16％と製造業の９％と比
較して高い傾向にある＊73。さらに、産業別死傷年千人率＊74では、製造業と比較して約４倍
となっており、労働災害発生率が高い業種となっている＊75。

このため、木材産業が若者にとって魅力があり、持続可能な産業へと発展していくよ
う、林野庁では、労働力不足への対応や、労働安全も含めた労働環境の改善に向けた取組
を行っている。労働力不足への対応として、製材工場等の省人化・省力化を進めるため、
自動選別機や自動製材機等の省人化・省力化機械の導入を支援しており、従業員１人当
たりの製品生産量は近年増加傾向で推移している。また、労働安全対策の推進に向けて、

「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」（令和３（2021）年２月農林水産省策定）
や事故実態の分析を踏まえた事故体験VR映像等の研修資材の作成・普及等を行うととも
に、木材加工施設への安全設備・装置等の導入や事業所におけるリスクアセスメントの取
組を進めることとしている。平成31（2019）年３月には、魅力的な職場づくりを支援する
ため、事業者の労働環境改善に向けた実践的取組事例等をまとめた「木材産業「働き方改
革」の手引き」を作成し、普及啓発を図っている。

木材産業における外国人材の受入れについては、業界団体を中心に外国人技能実習２号
への木材加工職種の追加に向けた取組が行われている。

（４）更なる国産材活用に向けた技術開発
（需要拡大に向けた技術開発・実証の取組）

木材の需要開拓に向けて、製品・技術の開発・普及も必要である。スギを始め、様々な
森林資源が増加しており、齢級構成の変化にも合わせた技術開発・実証が進展している。

（住宅部材での国産材利用に向けた技術開発・実証の取組）
住宅では、様々な部材で木材が使われているが、横架材や羽柄材、ツーバイフォー工法

部材等、これまで国産材があまり使われてこなかった分野での国産材利用に向けた技術開
発・実証が進められている。

例えば、横架材については、大径木から平角を製造して使用することが期待されるが、
断面が大きくなるため乾燥技術を確立し、歩留りを向上させていくことが必要である。国
立研究開発法人森林研究・整備機構は、含水率、ヤング係数等を非破壊で計測する方法
や適切な乾燥条件を研究し、公表している＊76。ツーバイフォー工法についても、信州木材

＊71	 総務省「平成27年国勢調査」
＊72	 高齢化率とは、65歳以上の就業者の割合。
＊73	 総務省「平成27年国勢調査」
＊74	 労働者1,000人当たり１年間に発生する労働災害による死傷者数（休業４日以上）を示すもの。
＊75	 厚生労働省「労働災害統計」（令和２（2020）年）
＊76	 国立研究開発法人森林研究・整備機構「大径材の使い方　丸太段階で強度特性を予測して目指す、要求性能に

応じた製材品の安定供給」（令和３（2021）年３月）
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製品認証センター（長野県長野市）においてカラマツの大径木から幅広の208（ツーバイエ
イト）、210（ツーバイテン）材を生産し活用する試みが始まっており、木取り、乾燥方法、
強度特性等の検証が行われている。

（CLTの利用と普及に向けた動き）
非住宅・中高層建築物での木材利用拡大において、CLTが注目されている。CLTは主に

壁や床等に使用されており、コンクリート等と異なり養生期間が不要なため工期の短縮が
期待できること、また、建物重量が軽くなり基礎工事の簡素化が可能なことなどが利点と
して挙げられる。

我が国では、令和３（2021）年４月には、北海道、秋田県、宮城県、石川県、鳥取県、岡
山県、愛媛県、宮崎県及び鹿児島県において、JAS認証を取得したCLT工場が稼働してお
り、計９工場で年間８万㎥の生産体制となっている。これにより、令和３（2021）年度末ま
でに共同住宅、ホテル、オフィスビル、校舎等、710件を超える建物でCLTが活用されて
いると見込まれている＊77。

CLTの普及に向けて、平成26（2014）年に「CLTの普及に向けたロードマップ＊78」を林野
庁と国土交通省が共同で作成し、平成28（2016）年から「CLT活用促進に関する関係省庁
連絡会議」を開催し、政府を挙げてCLTの普及に取り組んでいる。令和３（2021）年３月に
は同連絡会議において令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までを期間とする「CLTの
普及に向けた新ロードマップ～更なる利用拡大に向けて～」を策定した。

このロードマップに基づき、建築基準の合理化を進めており、平成28（2016）年３月及
び４月には、CLTを用いた建築物の一般設計法等に関して、建築基準法に基づく告示が公
布・施行され＊79、告示に基づき構造計算を行うことで、国土交通大臣の認定を個別に受け
ることなく、CLTを用いた建築が可能となった。その後も基準の合理化が順次進み、平成
31（2019）年３月には、CLTに用いられる材料について、従来のスギを基に位置付けられ
ていた基準強度に、スギより強度のあるヒノキ、カラマツ等の基準強度が新たに位置付け
られ、樹種の強度に応じた設計が可能となった＊80。

また、林野庁では、設計等のプロセスの合理化、低コスト化に資する技術の開発・普及、
設計者・施工者向けの講習会の開催等への支援を行っている。

（木質耐火部材の開発）
建築基準法に基づき、木質耐火部材を用いることなどにより所要の性能を満たせば、木

造でも大規模な建築物を建設することが可能である。耐火部材に求められる耐火性能は、
建物の階数に応じて定められており、平成29（2017）年12月には、同法の規定により求め
られる耐火性能＊81のうち最も長い３時間の性能を有する木質耐火部材の国土交通大臣認
定が取得され、これにより耐火要件上は15階建て以上の高層建築物の建築が可能となって
いる。

木質耐火部材には、木材を石膏
こう

ボードで被覆したものや、モルタル等の燃え止まり層を

＊77	 内閣官房ホームページ「CLTを活用した建築物の竣工件数の推移」
＊78	 農林水産省プレスリリース「CLTの普及に向けたロードマップについて」（平成26（2014）年11月11日付け）
＊79	 国土交通省プレスリリース「CLTを用いた建築物の一般的な設計方法等の策定について」（平成28（2016）年３月

31日付け）
＊80	 「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部を改正する件」（平成30年国土交通省告示第1324号）
＊81	 通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必

要とされる性能（建築基準法第２条第７号）。
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備えたもの、鉄骨を木材で被覆したものなどがある。令和３（2021）年２月には、製材に石
膏ボードとスギの化粧材を重ねた木質耐火部材により７階建ての木造ビルが建築され（資
料 特２－33）、令和３（2021）年11月には、設備配管を貫通できる鉄骨内蔵型の木質耐火部
材が国土交通大臣認定を取得するなど、設計自由度の向上や低コスト化に資する新たな木
質耐火部材が開発されている。

（その他の非住宅・中高層建築物での木材利用に向けた技術開発）
非住宅分野・中高層分野では、CLTや木質耐火部材の開発に加えて、加重を支えるため

の新たな工法・木質部材の開発や低コスト化に向けた技術開発が進んでいる。例えば、高
層建築物の木造化に向けて耐震性能を高めるため、接合部の強度を高める工法の開発が行
われている。大空間を実現するために強度を高める方策としては、横架材の縦方向の厚さ
を大きくすることが有効であり、大断面集成材やLVL＊82等が用いられてきたが、柱角等
の一般流通材を用いた重ね梁

ばり
の開発等が進められている。また、コストを抑えるため一般

流通材を用いるトラス工法が開発されており、設計により大空間を確保することが可能
で、体育館、倉庫、店舗等で導入されている。

（内装・家具・リフォーム分野における需要拡大）
今後、市場の拡大が期待されるリフォーム分野についても、消費者ニーズに合わせた技

術・製品の開発が期待される。例えば、内装用に向けては、圧密加工により表面硬度を高
めた床板が開発されており、住宅に加え、学校等の公共施設での利用が行われている。一
方で、住宅用には肌触りの良い無処理の床板も開発されており、株式会社西

にし
粟
あわ

倉
くら

・森の学
校等では購入者自らが敷ける床板も販売されている。

広葉樹資源も増加しており、これまで使用されてこなかった広葉樹の活用に向けた商品
開発の取組が行われている。例えば、北海道や岐阜県等では、小径木の広葉樹を用いた家
具の製品開発が行われているほか、福岡県では、センダン等の早生樹の広葉樹の家具等へ
の活用に向けた取組が進められている。

このように山側の資源と消費者ニーズに対応した技術・製品開発により、内装・家具・
リフォーム分野における国産材の需要拡大が期待される。

＊82	 「Laminated Veneer Lumber」の略。

製材を束ねて石膏ボード等で被覆した木質耐火部材

木質耐火部材の例資料 特２－33
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